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語られてこなかった 
施策としての「複業」

　人口減少やそれに伴う労働人口
の減少が叫ばれる昨今，労働力確
保のために日本企業も様々な施策
に取り組んでいる。 1人当たり生
産性向上，システム化（省人化），
ワークシェアリングなどを意図し
たワークスタイル変革や，外国人
労働者の受け入れ，企業機能の海
外移転加速などは，一部の先進的
な企業ではすでに導入が始まって
いる。その一方で，これらワーク
スタイル変革や外国人労働者問題
とは対照的に，ほとんど議論され
てこなかったのが「複業」だ。本
稿では，「副業」改め「複業」（近
年は，仕事に正副を設けないとい
う考え方から「複業」と表現する
企業もあり，本稿においてもより
広い概念で捉え「複業」と表記す
る）にスポットライトを当ててい
きたい。

世界と日本の労働市場 
～日本の圧倒的人材不足感～

　少子高齢化が進み2013年時点

で7,785万人の労働人口が2060年
には4,418万人と，ほぼ半減（44
％減）する見込みとなっている（図
表 1）。また，マンパワーグルー
プ（株）の調査によると，人材不
足と答えた企業の割合が，世界平
均で38％に対して，日本は83％
と突出して高く，日本は世界で最
も人材が不足している国であるこ
とも明らかになってきた。
　この背景には，グローバル化の
進展やテクノロジーの急速な進化
によってビジネス環境が急激に変
化し，必要とされる役割や能力・
スキルもこれまでにないスピード
で変化し，企業側と人材との間で
ミスマッチが起きていることがあ
る。企業は，労働人口の減少によ
って量的な側面で人材の確保が難

しくなっていることに加えて，ビ
ジネス環境の変化に合わせて必要
とされる人材を柔軟に組み替えて
いく質的な側面での対応にも迫ら
れている。

複業トレンド（企業）： 
中小・ベンチャーで火が 
つきはじめた複業トレンド

　このような状況下，中小・ベン
チャーにおいて近年トレンドとな
りつつあるのが複業である。会社
に属しつつ，別の仕事をかけ持ち
で行うことができるため，「他企
業からの転職は無理でも，会社を
またいで兼務してもらう」ことや
「自営業を続けながら会社の仕事
も担当してもらう」といったより
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図表1　日本の労働人口の見通し

現在 将来
（2060年） 差分

平均寿命
男性 80.21年（2013年） 3.98年

女性 86.61年（2013年） 4.32年

総人口 12,708万人（2014年） 4,056万人（32％減）

労働人口（15～ 64歳） 7,785万人（2014年）

84.19年

90.93年

8,674万人

4,418万人 3,483万人（44％減）
※出所：平成27年度高齢者白書より弊社作成
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柔軟な雇用が可能となる。
　このように，複業を推進してい
る企業を 2社ご紹介する（下記出
所：中小企業庁委託事業『平成
26年度　兼業・副業に係る取組
み実態調査事業 報告書』）。

●事例 1：サイボウズ
　グループウェアの開発，販売，
運用を行うサイボウズでは，かつ
て複業を禁止していたが，「複業
は自立の一歩」として解禁した。
ルールとして，会社情報やブラン
ド，役職名，製品名等会社に属す
る資産や名称を利用するときに
は，会社の資産を毀損しないか確
認するため，事前承認制としてい
る。基本的に複業は自己責任であ
り，本来業務に悪影響があれば，
評価にも反映させるルールとして
いる。

●事例 2：エンファクトリー
　「All About ProFile」 やECサ
イト「COCOMO」を展開するIT
企業・エンファクトリーではさら
に進んだ複業を推進しており，複
業禁止ならぬ「専業禁止」を実践
している。「自ら稼ぐ力をつけて
もらい，自分はどこでもやってい
けるという自信をつけることが，
変革する力にもなり，プロ意識や
マネジメント能力を高めることに
も効果がある」という考え方だ。
複業は就業時間中も実施可能であ
り，どのような複業を行っている

かを全員にオープンにすることが
ルールとなっている。専業禁止を
導入して以降，社員の残業時間は
半減し，業績も向上したという。
　このように，中小・ベンチャー
では複業を容認する取り組みを実
施しており，そのメリットは人材
確保以外の要素も大きい。複業を
実施する企業は，“新規事業の着
想を得られる”“生産的に業務を
行う姿勢・意識が定着する”“従
業員満足度が高まる”“採用競争
力が向上する”といったメリット
も挙げている。

複業トレンド（人）： 
半数の従業員が“複業をしたい”

　企業側が人材確保を目的に複業
の推進に取り組み始めた一方で，
従業員側にも複業へのニーズは
大きい。労働政策研究・研修機構
の調査（2009）によると，「今後，
副業をしたいと思う」との回答は
約50％程度となっている（図表
2）。また，複業をしたいという人
たちの理由では，収入増の他に，
自身の生きがいや趣味のためと考
えている者が多い（図表 3）。企

図表2　従業員側の複業希望意識

今後，副業したいと思うか

出所：労働政策研究・研修機構（2009）「仕事を複数持つ人「副業者」の実情」
　　　『ビジネス・レーバー・トレンド2009年 7月号』

（本業のみの人，n＝2,000，単位：％）
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わからない
20.4％

副業したいと
思う
49.1％副業したいと

は思わない
30.6％

図表3　従業員が複業をしたいと思う理由

※株式会社メックecoライフ「『働き方と残業について』のアンケート報告
　（2013年10月30日～ 2013年11月20日）」
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■お金のため　■生きがいのため　■やらざるをえない　■その他
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業側は人材確保のために，従業員
側は収入や生きがいのために，そ
れぞれ複業ニーズがあることが分
かる。さらに，中小企業庁委託事
業『平成26年度　兼業・副業に
係る取組み実態調査事業 報告書』
によると，従業員にとっても“人
脈が広がる”“スキルアップでき
る”といったメリットを挙げる企
業が多い。

複業を認めない企業と 
禁止無効の見解

　会社・従業員双方にとってメリ
ットがあり，複業容認の動きがあ
る一方で，いまだ複業を禁止して
いる企業も多い。労働政策研究・
研修機構の調査によると，正社員
の複業を禁止している企業は約半
数に上る（図表 4）。
　複業を禁止する理由では，「業
務に専念してもらいたい」「業務
に悪影響を及ぼす」「企業秩序を
乱す」「機密保持」といった項目
が挙げられている（図表 5）。ま
た，これ以外にも，「複業との業
務の境が曖昧となり，労務管理を
行いにくい」といった理由も想定
される。
　このように複業を禁止する企業
も多いなかで，実は複業禁止は，
法律上無効であるという見解もあ
る。学説上，複業は労働契約上の
権限が及ばない労働者の私生活に
おける行為だとされる。厚生労働

図表4　複業禁止の状況

※出所：労働政策研究・研修機構（2005）『雇用者の副業に関する調査研究』

注1：「同じ非正社員」とは労働時間が正社員とほぼ同じ非正社員。
注2：「短い非正社員」とは労働時間が正社員よりも短い非正社員。
注3：「同じ非正社員」，「短い非正社員」はそれぞれが「就業している」と回答した企業のみ。
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正社員
（N＝1,111）

禁止していない　　　届出を必要とし，特に届出内容は限定していない
届出を必要とし，届出が受理できるかどうかの基準がある
許可を必要とし，許可の基準はない　　　許可を必要とし，許可の基準がある
禁止している　　　　無回答

同じ非正社員
（N＝796）

短い非正社員
（N＝723）
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26.2
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0.90.9

図表5　複業禁止の理由

※出所：労働政策研究・研修機構（2005）『雇用者の副業に関する調査研究』
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80.2

48.3

39.5

31.9

1.8

76.1

50.9

38.2

33.0

1.5

78.1

49.3

40.9

27.8

1.8

正社員（N＝927）
同じ非正社員（N＝489）
短い非正社員（N＝330）



792015.11　人事マネジメント
www.busi-pub.com

第11回：「
複業」の拡

大による労
働力確保の

可能性

省では「労働者の兼業禁止や許可
制とする就業規則の規定や個別の
合意については，やむをえない事
由がある場合を除き，無効とする
ことが適当」との見解も示してい
る（図表 6）。

“攻め”の姿勢で 
複業を推進する動き

　このような動きに対する企業側
の 1つの解として，複業を部分的
にでも許容し推進していくことが
考えられる。従業員への多様な働
き方の提供は，人材引き止めの意
味でも有効であると思われる。特
に，スペシャリスト志向の強い従
業員が連続スペシャリスト（＊1）

を目指す場合には，魅力的な処遇
に映るかもしれない。
　実際に大企業でも，人材採用に
関するコンサルティングや再就
職支援を行うリクルートキャリ
ア（＊2）では，複業を容認する取り

組みを行っている。基準は業務に
支障がない範囲の「活動時間」で，
申請に基づき「継続性」「活動内容」
も含め総合的に判断され，承諾さ
れれば複業可能となる。実際には，
業務の特性上キャリアカウンセラ
ーの資格を持っている人が多く，
大学でカウンセリングなどを行っ
ている例があるという。
　現在行われている複業や，今後

行われるであろう複業の形態を整
理すると，大きく 2種類が挙げら
れる（図表 7）。

（ 1）Outbound型
　企業が在籍している従業員に対
し，複業を認めるようになった場
合に想定されるケースがOutbound
型だ。企業は従業員に対し終業時
間以降（または自身が担当するそ

図表6　企業の「複業禁止」が無効であるとする見解

© 2015. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

「二重就職も基本的には使用者の労働契約上の権限の及ばない労働者の私生活における行為であるので，その許可
制の規程を限定解釈することは正当である」（菅野和夫（2005）『労働法第7版』弘文堂，377頁）

労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であり，労働者は職業選択の自由を有する
こと，近年，多様な働き方の一つとして兼業を行う労働者も増加していることにかんがみ，労働者の兼業を禁止し
たり許可制とする就業規則の規定や個別の合意については，やむを得ない事由がある場合を除き，無効とすること
が適当である。ここでいうやむを得ない事由としては，兼業が不正な競業に当たる場合，営業秘密の不正な使用・
開示を伴う場合，労働者の働き過ぎによって人の生命又は健康を害するおそれがある場合，兼業の態様が使用者の
社会的信用を傷つける場合等が含まれることとすべきである。

＜学説＞

＜厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書（平成17年）＞

図表7　複業の2つの形態

© 2015. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

終業

自社 他社 自社 他社1
日
の
就
業
時
間

特 

徴

■既存の従業員に複業を認めるケース
■複業ニーズのある人材への訴求（採
用力強化）や従業員満足度向上，生
産性向上といった効果を期待できる

■他社人材に“副業”として自社の
業務へ従事してもらうケース

■必要なスキルベースでの人材確保
が可能

①Outbound型 ②Inbound型
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の日の業務が終了次第）の複業を
認め，従業員は各自が複業先企業
に出勤し，次の仕事に着手する。
　これは，前段で挙げた「業務に
悪影響を及ぼす」といった懸念を
抑制しつつ，複業を推進すること
ができ，最も導入しやすいパター
ンだ。これにより，外部の複業ニ
ーズのある人材への訴求（採用力
強化）や従業員満足度の向上，ま
た，すでに複業を認めている企業
で挙がっているような生産性向上
といった効果を期待できる。

（ 2）Inbound型
　外部から業務ベース，またはパ
ートタイムで自社に勤務してもら
うケースがInbound型だ。例えば，
特定のプロジェクトミーティング
への参加，専門知識を要する特定
領域の契約書作成業務等，高度な
専門性が必要であるものの自社内
では確保できない場合に，そのス
キルを狙って確保できる。今後，
テクノロジーの進化がさらに加速
し，スキルの陳腐化が起こりやす
い状況で，非常に合理的な人材確
保（スキル確保）の方法であると
考えられる。
　現在，複業を認める中小・ベン
チャーで主流なのはInbound型と
Outbound型の中間，すなわち自
ら自社・他社で働く時間を決め，
行き来する働き方だ。正副ないこ
とから，本当の意味での複業とい
える。今後，複業を認めるに当た

っては，複業ニーズのある人材へ
の訴求という観点からInbound型
を実施しつつ，外部から必要なス
キルを有した人材を部分的に確保
するOutbound型を実施するとい
う組み合わせで，うまく人材確保
を図っていきたい。

複業人材マネジメント 
4つの

　複業には人材確保以外にも，採
用力強化，従業員満足度向上，生
産性向上といったメリットがある
一方，やはり「現行業務が疎かに
なるのでは」「他社業務への切り
替えが曖昧となり，トラブルが生
じるのでは」「自社の情報が漏え
いするのでは」といった懸念もあ
る。そのような懸念を抑制・解消
し，複業施策を成功させるために
は，以下の 4つが になると考え
られる。

（ 1）対象者・対象業務の設定（業
務管理の観点）
　職種やランクによって季節性や
業務の繁閑が予め分かるものにつ
いては，時期や職種・職位によっ
て対象外とする人材を決めておく
ことが重要だ。会社の利益相反と
なる仕事や，競合他社の利益とな
るような複業は禁止することも当
然必要である。また，複業を行う
には各人がうまく自身の時間をコ
ントロールし，どちらの複業にも

対応していくスキルが必須であ
る。まだこのようなスキルを充足
していない入社間もない人材など
は複業の対象外とし，一定の経験
を積んだ人材（入社後 5 ～ 10年）
を対象とすることが望ましいであ
ろう。

（ 2）線引きルールの明確化（労
務管理の観点）
　複業を行うに当たり， 2つの仕
事間で線引きが曖昧となり，勤務
時間や成果がどちらの業務に属す
るかで問題となることも懸念され
る。このようなリスクを回避する
ためにも，明確な線引きを行うル
ールの作成と周知徹底が求められ
る。具体的には，複業したい者に
は事前の申請と承認を義務づけた
うえで，日常業務のなかで複業に
切り替える際にも必ず申請させ，
会社が認識できる状態とすること
が必要だ。

（ 3）企業による複業の浸透方法
（風土醸成の観点）
　上段で記載した通り「業務への
支障」を懸念し，上司が部下の複
業を認めたがらない傾向が生じる
事態も想定される。会社として複
業を推進するに当たり，このよう
な心理的障壁を乗り越えていく必
要がある。そのためには，まず対
象範囲を絞って複業を導入し，
Quick Winを創出することも有効
だ。その後，対象範囲を段階的に
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拡大し，徐々に「複業容認カルチ
ャー」を醸成していくことで，複
業を浸透させるのである。

（ 4）情報漏えいを未然に防ぐ仕組
みの整備（セキュリティの観点）

　複業を容認することで情報漏え
いリスクの顕在化を憂慮するケー
スも多い。情報漏えいを防ぐため
には，ITを活用して情報が漏洩
しない物理的な環境を構築するこ
とや，情報セキュリティに関する
教育・制度などを整備して心理的
な抑制を図っていくことが重要と
なる。具体的には，本業の業務用
端末やネットワーク環境を利用
した複業の禁止を当然のルールと
して定め，違反時の罰則規定も設
ける。そのうえで，本業と複業の
情報が 1つの業務端末内で入り乱
れて自社の機密情報が相手側の
情報に紛れて流失することを防
ぐため，VDI（Virtual Desktop 
Infrastructure：デスクトップを
仮想化し，サーバー上で集約管理
する方法）などで業務環境を物理
的に切り離してしまう（ローカル
端末にダウンロードさせない）。
また，複業を認める際にその内容
を確認し，複業先に情報が漏えい
した場合の影響なども踏まえて，
複業を容認するかどうかのコミュ
ニケーションを行うことも重要と
なる。

働き方改革の推進が 
複業を可能にする

　企業と労働者の関係は大きな変
化を迎えようとしている。米国で
は自らをフリーランスと認識して
いる労働者は約30％に上り，そ
の対象はあらゆる業種に広がりつ
つある（＊3）。注目すべきは，この
ような労働者の大部分が望んでフ
リーランスになっており，仕事，
ワークライフバランス，スキル向
上やキャリアの積み方などに対す
る満足度が高いという点だ。「不
安定な非正規就労の拡大」といっ
た捉え方ではなく，企業に所属し
ない働き方が 1つの選択肢として
労働者に肯定的に認知され始めて
きている点を見ておきたい。
　複業を推進する際には，ぜひと
も働き方変革にも取り組みたい。
複業を行うためには本業を通常の
勤務時間内で終わらせることが前
提となるため，働き方変革を成功

させて効率的に時間を使うことが
必要不可欠となる。働き方変革に
よる労働時間の適正化を実現して
はじめて，複業も含めた創出した
時間の有効活用が可能となる。こ
れからは，充実したライフとキャ
リア構築の観点から，働き方と複
業のあり方を検討していくことが
企業と従業員の双方に求められ
る。

（＊1）リンダグラットンが著書『ワークシ
フト』で述べているこれから求められる人
材像。これからは広く浅い知識や技能を有
しているゼネラリストではなく，専門的な
技能を複数領域で有している連続スペシャ
リスト（専門的技能の連続的習得者）が求
められると述べている。

（＊2）出所：中小企業庁委託事業『平成26
年度　兼業・副業に係る取組み実態調査事
業 報告書』

（＊3）「自分はフリーランス」米労働者の
3割，仕事にも満足http://www.cnn.co.jp/
business/35070381.html
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